
 

 

令和 7年度臨時社員総会 

議案書 
 

日時： 令和 8年 1月 29日(木) 13時より 

開催方法： オンライン（Zoom） 

  



 

 

第 1 号議案 定款変更（目的・事業）の件 

 

【議案の要旨】 

本法人の名称および現在の主たる活動内容に即した定款とするため、目的および事

業内容に関する規定について所要の変更を行うものである。 

【定款変更の内容】 

第 1章 第 3条（目的）について、現行定款において「夜間対応型訪問介護事業」を

本事業として定義しているが、法人名称および現在の活動実態を踏まえ、「定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業」を本事業として明確に位置付ける。 

併せて、高齢者等の居住支援や終身サポートを推進する事業について、「関連事業」

として整理・明確化する。 

【決議事項】 

本議案について、原案どおり承認する。 

 

 

 

 

 

 

第１号議案 



 

 

第 2 号議案 定款変更（社員総会運営）の件 

 

【議案の要旨】  

 社員総会の運営を、社会情勢の変化および法人運営の実態に即したものとするた

め、社員総会の開催方法および議決方法等に関する規定について所要の変更を行

うものである。 

【定款変更の内容】  

第 3章 第 13条・第 14条・第 15条について、インターネット等の通信手段を用いた

オンラインまたはハイブリッド形式による社員総会開催を可能とするとともに、書面ま

たは電磁的方法による議決権行使、代理人による議決権行使およびみなし決議に関

する規定を整備する。 

【決議事項】  

本議案について、原案どおり承認する。 

 

 

 

 

 

 

第２号議案 



 

 

第 3 号議案 定款変更（役員体制）の件 

 

【議案の要旨】 

本法人の運営体制の強化および将来的な体制拡充に柔軟に対応するため、役員に

関する規定について所要の変更を行うものである。 

【定款変更の内容】  

第 4章 第 19条（役員）について、理事の員数を「3名以上 7名以内」から「3名以上

11名以内」に変更する。 

【決議事項】   

本議案について、原案どおり承認する。 

 

第３号議案 


